
第 4回町長杯オープンヨットレース開催
11月 23日（水）、土浦市のラスクマリーナに
おいて、町内外から 22 艇（40 人）が参加して
第 4回町長杯オープンヨットレースが開催され
ました。このレースは、平成 31年開催『第 74
回いきいき茨城ゆめ国体 2019』でセーリング
競技が町で開催されることから、従来の大会に
代わって平成25年から開催しているものです。

主な内容
女性のさらなる社会進出に向けて……

所得税、町・県民税の申告手続きは正しくお早めに…

子育てを応援します…………………

20 歳になったら国民年金……………

注意！あなたの土地が狙われています！！…
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人と自然が織りなす，輝くまち

平成28年
12月16日発行
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第 4回町長杯オープンヨットレース総合成績　※（　）内は左下写真の説明です
▼優勝：木村俊介さん（後列左から 2人目）
▼ 2位：西宮敬宏さん・大井航平さん（後列左から 4人目・3人目）
▼ 3位：櫻井香さん・後藤楓さん（前列左から 2人目・3人目）
▼ウインドサーフィン優勝：斎藤光徳さん（後列左から 1人目）
▼ウインドサーフィン 2位：太田愛里さん（前列左から 1人目）



広報あみ 1月号通常版　2016.12.16　2

女性のさらなる
　社会進出に向けて

町民活動推進課男女共同参画推進室☎888ー1111（271）

このマークは男女共
同参画社会のシンボ
ルマークです―女性が輝く社会づくり―

人がつながるまちづくり

町第 3次男女共同参画プラン（案）パブリックコメントの募集

町男女共同参画社会推進講演会を開催しました

10 月 30 日（日）、本郷ふれあいセンターにおいて、ＮＨＫ『きょうの健康』でキャスターを担当されていた
フリーアナウンサー久田直子さんによる『男女共同参画社会推進講演会』を開催しました。
講演会では『老若男女　～いつまでも地域で輝くために～』をテーマに、病気の予防法・健康の秘訣・介護の
現状とその対応法等について、お話ししていただきました。約 200 人の参加者と一緒に体を動かして健康法
の実践などを行い、とても楽しく学
ぶことの多い講演会となりました。
また、講演会のオープニングアト
ラクションでは、町内のよさこいサ
ークルの『天翔如人』の皆さんや、
歌手の淺野勝盛さん・泉水いずみさ
んによる『ねばねば音頭』の歌と踊
りによって会場は大いに盛り上がり
ました。 ▲講師の久田直子さん ▲会場を沸かせた『ねばねば音頭』

『町第 2次男女共同参画プラン』が平成 29年 3月 31日をもって計画期間が終了することに伴い、計画の
改定を予定しています。このたび町男女共同参画社会推進会議において、平成29年度～ 33年度までの5か
年を計画期間とする『町第3次男女共同参画プラン（素案）』を策定しました。つきましては町民の皆さんから
ご意見をお聞きし、プラン策定の参考とするためのパブリックコメントを募集します。

■対象
町内在住・在勤・在学の人（個人・団体は問わない）

■素案の閲覧
期間：平成 29年 1月 6日（金）～ 27日（金）
場所：▼役場 2階情報公開コーナー▼各公民館▼各ふれ

あいセンター▼図書館▼福祉センターまほろば
▼総合保健福祉会館『さわやかセンタ―』▼うず
ら出張所▼町民活動センター▼男女共同参画セン
ター　※町ホームページにも掲載します

■募集期間
平成 29年 1月 6日（金）～ 27日（金）　※消印有効

■提出方法
素案の各閲覧場所に備え付けた『意見カード』また
は自由様式の意見書に、氏名・住所・電話番号・ご意見

を明記して、下記❶～❺のいずれかで町民活動推進
課に提出する。❶町民活動推進課窓口へ持参❷閲覧
場所にある投函箱に投函❸郵送❹ファクシミリ
❺ E メール　※❶持参の場合は土・日・祝日を除く。
電話によるご意見は受付不可

■意見への回答
いただいたご意見に対する町の考え方は、3月中
に町ホームページおよび役場 2階情報公開コーナー
において公表します。ご意見に対する直接の回答は
しませんので、ご了承ください

■問合せ
阿見町役場町民活動推進課
〒 300ー0392 阿見町中央 1ー1ー1
☎ 888ー1111（271）　ファクシミリ：887ー9560
メール：chokatsu-ofc@town.ami.lg.jp
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協働のまちづくりの推進
町民活動推進課　☎888ー1111（272）

町では、協働のまちづくりの基本となる『阿見町協働の指針』を定め、今後さまざまな協働事業に取り組む
ための環境を整えています。町民が積極的にまちづくりに参画し、『自分たちの住む地域は自分たちの手で良
くしていく』という意識のもとで地域コミュニティが活発になり、それぞれの町民が役割を担い、そして笑顔
のあふれる町になっていくことを目指しており、今回は 2 つの取り組みをご紹介します。

人がつながるまちづくり

11 月 12 日、少子化対策や若い世代の定住促進を目的に、町とNPO
法人マリッジクラブが協働による結婚支援事業として、「カップリングバ
スツアー」を開催しました。男女合わせて 64人の応募者の中から抽選で
34人（男女各 17人）が選ばれ、当日は 31人が参加しました。
笠間市の常陸出雲大社にて縁結びの祈願を行なった後に、同市内のレ
ストランに移動して、自己紹介・ランチ・フリータイムを楽しんでいただ
きました。予科練平和記念館内で最後のアピールタイムを行い、4組のカ
ップルが成立しました。今後も、第 2回のカップリングパーティーを来
年 2月に実施する予定ですので結婚を考えている人は、ぜひ一度参加し
てみてはいかがでしょうか。

カップリングバスツアーを開催しました

●『さわやかフェア 2016』に市民活動団体が参加しました！
10 月 23 日に開催された『さわやかフェア 2016』に、市民活動を	

行なっている下記の 8団体が会場内の町民活動センターのブースに出
展し、日ごろの活動内容をPRしました。
○参加団体（出展内容）
▼ NPO法人アニマルセラピー協会（事業PR）▼ NPO法人マリッジク
ラブ（事業PR）▼愛犬家サークル犬愛（犬の迷子札作り）▼阿見おもち
ゃ病院（おもちゃ作り）▼アレンジ阿見（フラワーアレンジメント）
▼パソコン学習会（地図検索印刷など）▼輪道会（手工芸品の作成・販
売）▼和田工房（ハロウィンの小物作り） ▲協働事業のPRを実施

　町地域貢献・社会貢献団体の活動報告コーナー

▲レストランでの和やかな昼食

協働のまちづくりに関する講演会を開催しました

11 月 20 日、中央公民館において平成 28 年度協働のまちづくり講演
会を開催しました。守谷市民活動支援センターの髙木保センター長を講
師にお迎えし、『ゆるやかにつながる家族「新地縁」新しいネットワーク
作り』を演題に講演していただきました。会場には、地域や市民活動団体
の代表者を中心に 39人が集まり、地域でのつながりの大切さや、守谷市
での協働のまちづくりに関する取り組みを学びました。参加者の多くか
ら、市民活動団体と行政による協働のまちづくりを推進するために、	
学習会の開催や市民同士の情報交換の機会を望む声がありました。
今後も、町民活動センターが中間支援組織となって、市民活動を支援
しながら、協働のまちづくりを推進する役割を担っていきます。▲熱心に聞き入る参加者の皆さん



広報あみ 1月号通常版　2016.12.16　4

所得税、町・県民税（住民税）の申告
手続きは正しくお早めに

平成28年分（平成 29 年度）

所得税、町・県民税（住民税）の申告
手続きは正しくお早めに

税務課☎888－1111（151・152・156）

『
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
』
は
、
毎
年
1
月

1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年

間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
の
金

額
と
そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
計
算

し
、
申
告
期
限【
平
成
29
年
3
月

15
日（
水
）】ま
で
に
確
定
申
告
書

を
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

税
金
や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金

な
ど
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手

続
き
で
す
。

ま
た
、
納
め
過
ぎ
た
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
を
還

付
申
告
と
い
い
ま
す
。

給
与
・
公
的
年
金
以
外
の
所
得

の
あ
る
人（
確
定
申
告
し
た
人
を

除
く
）、
収
入
の
な
か
っ
た
人
、

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
失
業
保
険

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
で
同
居

す
る
親
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な

い
人
は
住
民
税
の
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

非
課
税
証
明
書
の
発
行
や
、
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
な
ど
の

算
定
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
申
告
期
限【
平
成
29
年

3
月
15
日（
水
）】ま
で
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
所
得
者
に
か
か
る
確
定
申

告
不
要
制
度
に
該
当
す
る
人
が

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
住
民
税
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
（
老
人
配
偶
者
・
障
害

者
・
寡
婦
な
ど
の
控
除
も
れ
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
等
お
よ
び
運
転
免
許
証

等
の
本
人
確
認
の
で
き
る
書
類

の
写
し

▼
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）や
不

動
産
所
得
が
あ
る
人
は
、▽『
収

支
内
訳
書
』の
作
成
に
必
要
な

収
入
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た

帳
簿
▽
固
定
資
産
税
の
課
税
明

細
書
な
ど

▼
給
与
所
得
・
公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票（
原
本
）

▼
雑
所
得
・一
時
所
得
な
ど
の
支

払
調
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ

び
同
一
生
計
の
親
族
に
係
る

医
療
費
が
所
得
の
5
％
以
上

（
所
得
が
2
0
0
万
円
以
上

の
場
合
に
は
10
万
円
以
上
）
あ

る
人
は
、
医
療
を
受
け
た
人

ご
と
に
支
払
っ
た
医
療
費
・
保

険
金
な
ど
の
補
て
ん
金
を
記

載
す
る『
医
療
費
の
明
細
書
』

を
作
成
し
添
付
▽
医
療
費
の

領
収
書
（
原
本
）
▽
お
む
つ
使

用
証
明
書
な
ど

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

同
一
生
計
の
親
族
に
係
る
健
康

保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介

護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

親
族
に
係
る
一
般
の
生
命
保
険

料
・
介
護
医
療
保
険
料
の
控
除

証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

配
偶
者
に
係
る
個
人
年
金
保
険

料
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

同
一
生
計
の
親
族
に
係
る
地
震

保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
特
定
寄
付
金

な
ど
の
受
領
証
明
書

▼
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
を
扶
養

す
る
人
は
、
▽
障
害
者
手
帳

▽
療
育
手
帳
▽
寝
た
き
り
・
認

知
症
等
の
高
齢
者
の『
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
』な
ど

▼
還
付
に
な
る
場
合
は
、
還
付

金
を
受
け
取
る
本
人
名
義
の

口
座
（
金
融
機
関
・
支
店
名
・
口

座
番
号
）

▼
認
め
印　

※
ゴ
ム
印
不
可

◦
期
間

平
成
29
年
2
月
16
日（
木
）～

3
月
15
日（
水
）（
土
・
日
を
除
く
）

※
2
月
19
日（
日
）お
よ
び
2
月

26
日（
日
）は
開
場
し
ま
す

◦
相
談
時
間

 

午
前
9
時
～
午
後
5
時
ま
で

▼
竜
ケ
崎
税
務
署

〒
3
0
1
ー

8
6
0
1
龍
ケ
崎

市
川
原
代
町
1
1
8
2
ー

5　

☎
0
2
9
7
ー

6
6
ー

1
3
0
3

（
自
動
音
声
案
内
）

▼
申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要

し
ま
す
の
で
、
午
後
4
時
頃
ま

で
に
お
越
し
く
だ
さ
い

※
な
お
、
毎
年
駐
車
場
が
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機

関
の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す

住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
の

申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

持
参
す
る
も
の

町
で
は
、
住
民
税
の
申
告
書

が
手
元
に
な
い
場
合
や
住
民
税

の
申
告
書
の
書
き
方
が
わ
か
ら

な
い
場
合
に
は
、
国
税
庁
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の『
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』な
ど
を
利

用
し
て
印
刷
し
た
申
告
書
の
表

題
部
を『
平
成
29
年
度
住
民
税

申
告
書
』
に
訂
正
し
、
住
民
税

申
告
書
の
代
わ
り
と
し
て
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
町
の

申
告
相
談
会
場
に
持
参
ま
た
は

町
税
務
課
宛
て
に
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

町民の視点にたったまちづくり

税
務
署
で
の
確
定
申
告
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自
ら
申
告
書
の
作
成
が
困
難
な

人
を
対
象
に
、
住
民
税
お
よ
び
所

得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
）

に
つ
い
て
の
申
告
相
談
、
申
告
書

の
作
成
お
よ
び
収
受
を
役
場
本
庁

舎
3
階
の
3
0
1
会
議
室
で
行

い
ま
す
。

▼
申
告
相
談
の
期
間
中
は
、
確
定

申
告
書
・
住
民
税
申
告
書
な
ど

の
配
付
お
よ
び
収
受
受
付
な
ど

に
つ
い
て
も
す
べ
て
、
本
庁
舎

1
階
の
税
務
課
窓
口
で
は
な

く
、
本
庁
舎
3
階
の
申
告
相
談

会
場
で
行
い
ま
す

▼
申
告
相
談
の
期
間
中
は
、
役
場

駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
来
庁
者
の
皆
さ
ま
に
は
、

ご
不
便
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す

次
の
申
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、

竜
ケ
崎
税
務
署
ま
た
は
国
税
局
の

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
青
色
申
告
・
過
去
の
年
分
の
確

定
申
告
・
修
正
申
告
・
更
正
の
請

求
な
ど

▼
事
業
（
営
業
）
所
得
（
新
た
に

事
業
を
開
始
し
た
年
分
お
よ

び
震
災
に
よ
る
事
業
用
資
産
・

棚
卸
資
産
な
ど
の
被
害
）、
利

子
所
得
、
配
当
所
得
、
給
与
所

得
（
特
定
支
出
控
除
）、
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
、
山
林

所
得
、
総
合
課
税
の
譲
渡
所
得

（
ゴ
ル
フ
会
員
権
・
貴
金
属
な

ど
）、
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得

（
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
）

▼
変
動
所
得
・
臨
時
所
得
の
平
均

課
税

▼
雑
損
控
除
（
災
害
・
盗
難
に
よ

る
損
害
な
ど
）

▼
居
住
の
用
に
供
し
た
年
分
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
特
定

増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
、
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控

除
、
住
宅
特
定
改
修
特
別
税
額

控
除
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
新

築
等
特
別
税
額
控
除

▼
災
害
減
免
額
、
外
国
税
額
控
除

な
ど

▼
国
外
に
居
住
し
て
い
る
親
族
の

扶
養
控
除
な
ど

確
定
申
告
期
間
中
、
税
務
署
や

役
場
の
申
告
相
談
窓
口
・
駐
車
場

は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利

用
し
て
自
宅
で
確
定
申
告
書
・
収
支

内
訳
書
・
医
療
費
の
明
細
書
な
ど
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
申
告
書
の
作
成

が
で
き
ま
す
。
申
告
書
な
ど
の
提
出

は
、
印
刷
し
た
も
の
を
竜
ケ
崎
税
務

署
に
郵
送
、
役
場
の
申
告
相
談
窓
口

で
収
受
、
ま
た
は
e
ー

T
a
x
（
電

子
申
告
）
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

◦
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
操
作
な
ど
に

関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

e
ー

T
a
x
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎
0
5
7
0
ー

0
1
0 －

5
9
0
1　

※

月
～
金

曜
日
（
祝
日
等
お
よ
び
12
月
29

日
～
1
月
3
日
を
除
き
ま
す
）

◦
確
定
申
告
な
ど
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ

竜
ケ
崎
税
務
署
☎
0
2
9
7
ー

6
6
ー

1
3
0
3（
自
動
音
声
案
内
）

所得税　町・県民税（住民税）申告相談

◦申告相談会　　会場：役場 3階 301 会議室

区　分 期　間 時　間 対　象

所得税確定（還付）申
告・住民税申告の相談
および受付

※事業所得（営業・農業）・
不動産所得のある人、
確定申告により所得税
が納税となる人の相談
はできません

平成 29 年 2 月 9 日
（木）～ 15日（水）
（土・日・祝日を除く）

※初日は混雑が予想
されます

▼受付開始時間
午前 7時 30 分に役場北口玄
関を開錠しますので、3階の
申告相談会場入口に設置して
ある受付番号簿に氏名を記入
してお待ちください。
番号札を配布は 8時 30分から
となります。
▼相談時間
午前８時 45分から受付番号順
に申告相談を開始します。
▼受付終了時間
午後3時30分まで受付します。
※日曜申告の日は午前 11 時
まで受付します

※混雑状況によって早めに受
付を終了する場合がありま
す

▽給与所得者で年末調整をしていない人
▽給与所得・年金所得者で医療費控除・
社会保険料控除・生命保険料控除・
扶養控除などの追加により所得税
が還付になる人

▽収入のなかった人
▽非課税所得のみの人
▽他の市区町村に居住する人の扶養
になっている人

所得税確定申告・住民
税申告の相談および
受付

※消費税および地方消費税の
確定申告、相続税・贈与税
の申告の相談はできません

※そのほかにも役場で相談
できない申告があります

平成 29年 2月 16日
（木）～ 3月 15日（水）
（土・日を除く）

※日曜申告を行います
※2月19日（日）および
2月26日（日）の午前
中のみ実施

▽上記の対象者および確定申告により
所得税が納税となる人（青い受付番号
簿に氏名を記入してお待ちください）

▽事業所得（営業・農業）や不動産所
得などがある人（赤い受付番号簿
に氏名を記入してお待ちください）

※提出書類や所得額・控除額を計算
するために必要な書類がそろって
いない場合は、受付できません

国
税
局
の
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー

役
場
で
相
談
で
き
な
い

申
告

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

確
定
申
告

役
場
で
の
申
告
相
談
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みんなでささえ愛…かいごほけん

廊
下
な
ど
へ
の
転
倒
防
止
用

の
手
す
り
の
取
り
付
け

▼
段
差
の
解
消
：
玄
関
や
掃
き
出

し
窓
へ
の
ス
ロ
ー
プ
の
取
り

付
け
・
居
室
と
廊
下
の
段
差
の

解
消
・
床
の
か
さ
上
げ

▼
床
材
の
変
更
：
浴
室
な
ど
の
滑

り
に
く
い
床
材
へ
の
変
更
・
車

い
す
で
の
移
動
を
円
滑
に
す

る
床
材
へ
の
変
更

▼
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
り

替
え
：
扉
全
体
の
取
り
換
え

の
ほ
か
、
扉
の
撤
去
、
ド
ア

ノ
ブ
の
変
更
、
戸
車
の
設
置

な
ど

▼
洋
式
便
器
な
ど
へ
の
取
り
替

え
：
和
式
便
器
か
ら
洋
式
便
器

へ
の
取
り
替
え
、
お
よ
び
そ

の
際
の
洗
浄
機
能
付
き
便
座

の
設
置
（
便
器
の
取
り
替
え
に

伴
う
場
合
に
限
る
）

▼
そ
の
ほ
か
前
記
の
各
工
事
に

付
帯
し
て
必
要
な
工
事

※
利
用
限
度
額
は
20
万
円
で
す
。

1
割
ま
た
は
2
割
が
自
己
負
担

の
た
め
、
支
給
額
の
上
限
は

18
万
円
ま
た
は
16
万
円
で
す

※
原
則
利
用
限
度
額
は
20
万
円

で
す
が
、
引
っ
越
し
た
場
合

や
「
介
護
の
必
要
の
程
度
」
の

段
階
が
大
き
く
上
が
っ
た
と

き
に
は
、
再
度
の
給
付
を
受

け
ら
れ
ま
す

介
護

保
険

ご利用ください！　介護保険

福祉用具貸与・購入、
住宅改修をご紹介します

■
福
祉
用
具
貸
与

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
福
祉
用
具
を
貸

与
し
ま
す
。
貸
し
出
し
費
用
の

1
割
ま
た
は
2
割
が
自
己
負
担

で
す
。

福
祉
用
具
の
種
類
や
貸
し
出

し
事
業
所
に
よ
っ
て
、
料
金
が

異
な
り
ま
す
。
利
用
の
際
に
は
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
福
祉
用
具
（
13
種

類
）：
▼
車
い
す
▼
車
い
す
付

属
品
（
電
動
補
助
装
置
な
ど
）

▼
特
殊
寝
台
▼
特
殊
寝
台
付
属

品
（
サ
イ
ド
レ
ー
ル
な
ど
）

▼
床
ず
れ
防
止
用
具
▼
体
位
変

換
器
▼
手
す
り
（
工
事
を
伴
わ

な
い
も
の
）▼
ス
ロ
ー
プ（
工
事

を
伴
わ
な
い
も
の
）▼
歩
行
器

▼
歩
行
補
助
つ
え
▼
認
知
症
老

人
徘
徊か

い

感
知
機
器
▼
移
動
用
リ

フ
ト（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
）

▼
自
動
排
泄せ

つ

処
理
装
置

■
特
定
福
祉
用
具
購
入（
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具

購
入
）

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
特
定
福
祉
用
具

（
貸
与
で
き
な
い
福
祉
用
具
や
消

耗
品
で
次
記
に
該
当
す
る
も
の
）

を
指
定
さ
れ
た
業
者
か
ら
購
入

し
た
場
合
に
、
か
か
っ
た
費
用

の
9
割
ま
た
は
8
割
が
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た

め
に
は
、
い
っ
た
ん
全
額
を
自

費
で
支
払
い
、
高
齢
福
祉
課
介

護
保
険
係
窓
口
に
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
購
入
前
に
、

介
護
保
険
で
は
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
日
常
生
活
上
の
不
便
を
解

消
し
、
自
宅
で
の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
自
宅
で
使
用
す
る

車
い
す
・
腰
掛
け
便
座
な
ど
の
福
祉
用
具
の
貸
与
お
よ
び
購
入
費
の
一
部

支
給
や
小
規
模
な
住
宅
改
修（
手
す
り
の
取
り
付
け
な
ど
）の
工
事
費
用
の

一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
上
手
に
利
用
し
て
、
自
宅
で
の
快
適
な
生
活

に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
特
定
福
祉
用
具

（
5
種
類
）：
▼
腰
掛
け
便
座

▼
自
動
排
泄
処
理
装
置
の
交

換
可
能
部
品
▼
入
浴
補
助
用

具
▼
簡
易
浴
槽
▼
移
動
用
リ

フ
ト
の
つ
り
具
の
部
分

※
利
用
限
度
額
は
同
年
度
（
4
月

1
日
～
翌
年
3
月
31
日
）
で
10

万
円
で
す
。
1
割
ま
た
は
2

割
が
自
己
負
担
の
た
め
、
支

給
額
の
上
限
は
9
万
円
ま
た

は
8
万
円
で
す

※
原
則
と
し
て
、
同
一
年
度
内

に
同
じ
種
目
の
福
祉
用
具
を

2
回
以
上
購
入
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん

■
住
宅
改
修

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
転

倒
防
止
や
段
差
解
消
な
ど
の
た

め
の
住
宅
改
修
工
事
に
か
か
っ

た
費
用
の
9
割
ま
た
は
8
割
が

払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た

め
に
は
、
工
事
前
の
事
前
申
請

を
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
窓

口
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
工
事
前
に
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
工
事

▼
手
す
り
の
取
り
付
け
：
居
室
や

高齢福祉課介護保険係☎888ー1111（726）



7　人と自然が織りなす，輝くまち

みなさん、こんにちは！

寒さが厳しい季節となりました。今回は町内の全小学校で

実施している『放課後子ども教室』についてご紹介します。

子育てを応援します子育てを応援します

放課後子ども教室についての問い合わせ：子ども家庭課☎888ー1111（119）

阿見小学校区放課後子ども教室
（あみっこクラブ）

体育館ではスポーツ鬼ごっこ・縄跳
び・バドミントン等を行います。
校庭ではドッジボール・遊具遊びな
どを行っております。
教室では折り紙他の創作などを行
い、遊びを通して友達を思いやる気
持ちを持って遊んでいます。

本郷小学校区放課後子ども教室
（本郷ふれあいクラブ）
校庭ではスポーツ鬼ごっこ・ドッジ
ボール・遊具遊びなど。
体育館では読み聞かせ・バドミント
ン・折り紙・オセロ・創作などの遊びを
通して友達とのかかわりを深め合っ
ています。

実穀小学校区放課後子ども教室
（けやきっこクラブ）

校庭ではサッカー・縄跳び・遊具遊
びなど。体育館ではバドミントン・ボ
ール遊びなど。教室では創作遊び（紙
飛行機・ぬり絵・折り紙他）など。
個性豊かな子どもたちが自由に伸
び伸びと、楽しく遊んでいます。

舟島小学校区放課後子ども教室
（ふなっこクラブ）

校庭ではドッジボール・サッカー・
キックベースボール・遊具遊びなど。
体育館では読み聞かせ・創作・縄跳	
び・バドミントンなどを行い、子ども
同士いろいろ工夫し合い、元気に仲
良く遊んでいます。

第二小学校区放課後子ども教室
（二小ふれあいクラブ）
体育館では創作遊び（紙飛行機・ブ
ンブンゴマなど）読み聞かせなど。
校庭ではスポーツ鬼ごっこ・ドッジボ
ールなど。
子どもたちは、時間を忘れるほど
夢中で楽しんでます。

吉原小学校区放課後子ども教室
（吉原ふれあいクラブ）
校庭ではサッカー・ドッジボール・
遊具遊びなど。体育館では縄跳び・
バドミントン・読み聞かせ・オセロ・創
作遊び（紙飛行機・ブンブンゴマ他）
などをして仲良く遊んでおります。
また遊びの中で上級生が下級生に
やさしく教えています。

君原小学校区放課後子ども教室
（君原ふれあいクラブ）
体育館でドッジボール・縄跳び・ぬ
り絵・紙飛行機・折り紙などの創作や
トランプ・オセロ・読み聞かせなどで
楽しく遊んでいます。
遊びの中で上級生が下級生の面倒
を見ながら仲良くすごしています。

第一小学校区放課後子ども教室
（一小ふれあいクラブ）
体育館ではスポーツ鬼ごっこ・バド
ミントンなど。校庭ではドッジボー
ル・サッカー・遊具遊びなど。教室で
はぬり絵・紙飛行機など。
各種活動を心のふれあいを大切に
楽しく行っています。

放課後子ども教室とは、子どもたちが放課後等に安全・安心に活動できる場所として、小学校施設（余裕教
室や体育館・グラウンド）を活用し、自由遊び・スポーツ・自主活動・創作活動などを行うものです。

子どもたちの放課後対策としては、すでに子育て支援として『放課後児童クラブ』が実施されていますが、 
『放課後子ども教室』は原則 1 年生から 6 年生までの全児童を対象として実施しています。

人を育むまちづくり
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国保医療費の状況を
お知らせします

国保医療費の状況を
お知らせします

みんなでささえ愛…こくほ

国保年金課国保係☎888ー1111（131～ 133）

国保
国保税
納めて安心
わが家の健康

▼町国保の医療費総額の推移

※医療費総額は、3月～翌年 2月診療分の合計です

▼平成 27年度町国保の医療費（上位 10疾病）

虚血性心疾患

腎不全

その他の内分泌・
栄養および代謝疾患

その他の心疾患

その他の悪性新生物

高血圧性疾患

統合失調症・統合失調症型障害
および妄想性障害

糖尿病

その他の消化器系の疾患

その他の眼および
付属器の疾患

3％

5％

4％

5％

4％

6％

6％

6％

3％
3％

その他　55％

■
私
た
ち
の
医
療
費
が
ど
の

く
ら
い
か
ご
存
じ
で
す
か

町
国
保
の
医
療
費
総
額
は
、
平

成
27
年
度
で
は
42
億
2
2
9
3
万

円
と
な
り
、
こ
の
5
年
間
で
4
・

7
％
の
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
の
国
保
被
保
険
者
数
は
、

減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

全
体
の
医
療
費
は
増
加
し
て
お
り
、

一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
年
々
高

く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

今
後
も
、
高
齢
化
の
進
展
や
高

度
医
療
技
術
の
発
展
な
ど
に
よ

り
、
総
医
療
費
の
伸
び
は
続
く
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
医
療
費
の
主
な
内
訳

平
成
27
年
度
の
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
、
31
万
4
0
1
9
円

で
す
。

疾
病
別
医
療
費
で
は
、
糖
尿

病
・
高
血
圧
性
疾
患
・
総
合
失
調
症

等
な
ど
の
医
療
費
が
多
く
か
か
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

特
に
、
糖
尿
病
・
高
血
圧
な
ど

の
慢
性
疾
患
は
治
療
が
長
引
く
た

め
、
医
療
費
が
増
え
る
要
因
と
な

っ
て
い
ま
す
。

■
年
に
1
回
は
健
診
を
受

け
ま
し
ょ
う

町
国
保
で
は
、
特
定
健
康
診

査
・
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
、

生
活
習
慣
病
の
予
防
に
努
め
て
い

ま
す
。
ま
た
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
の
助
成
も
実

施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
活
用
し
て
、
生
活
習

慣
病
の
予
防
・
改
善
や
、
疾
病
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
努
め
、

一
人
ひ
と
り
の
医
療
費
の
増
加
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
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▼国民健康保険▼後期高齢者医療制度
保険税（料）を年金からお支払い（天引き）されている人へ

『年金からの天引きによる納付』から
『口座振替による納付』へ変更できます

国保年金課☎888ー1111（131～ 135）

みんなでささえ愛…こくほ

国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
を
年
金
か
ら
お
支

払
い
（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
人

は
、『
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ

る
納
付
』
か
ら
『
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
』
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
国
保
年
金
課

の
窓
口
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

※
お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
税

（
料
）の
総
額
は
、
変
わ
り
ま

せ
ん

●
口
座
振
替
の
登
録
を
さ
れ
て
い

な
い
人
：『
保
険
証
』『
振
替
口

座
の
預
金
通
帳
』『
通
帳
の
届

出
印
』
を
ご
持
参
の
う
え
、
国

保
年
金
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い

●
す
で
に
口
座
振
替
の
登
録
を

さ
れ
て
い
る
人
：『
保
険
証
』『
印

鑑
』
を
ご
持
参
の
う
え
、
国
保

年
金
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い

※
手
続
き
を
す
る
時
期
に
よ
り
、

口
座
振
替
へ
変
更
で
き
る
月
は

異
な
り
ま
す

手
続
き
方
法

平
成
28
年
中
に
納
付
さ
れ
た

『
国
民
健
康
保
険
税
』・『
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
』・『
介
護
保
険
料
』

の
納
付
額
証
明
書
を
、
役
場
か
ら

平
成
29
年
2
月
初
旬
ま
で
に
送
付

し
ま
す
。

納
付
額
証
明
書
は
、
平
成
28
年

分
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民

税
申
告
の
際
に
、
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。

こ
の
納
付
額
証
明
書
は
、『
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
み
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

『
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

●
振
替
口
座
に
つ
い
て
：
納
税
義

務
者
ご
本
人
以
外
の
口
座
も
可

能
で
す

●
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
：

口
座
振
替
へ
変
更
し
た
場
合
、

所
得
税
や
町
・
県
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
は
、
口
座
名
義
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
年

金
か
ら
の
天
引
き
の
場
合
は
、

年
金
受
給
者
ご
本
人
に
適
用
さ

れ
ま
す

●
口
座
振
替
へ
の
変
更
後
に
振
替

不
能
と
な
っ
た
場
合
：
年
金
か

ら
の
お
支
払
い
に
変
更
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

保
険
税（
料
）
の
納
付
額

証
明
書
の
送
付
に
つ
い
て

遺族年金・障害年金など非課税とな
る年金を受給している人や無収入
の人も所得申告が必要です

国保税は、加入者の前年中（1～ 12

月）の所得などから計算されます。世

帯主（納税義務者）を含む加入者全員の

所得の合計が一定の基準以下の場合は、

保険税を軽減する制度がありますが、

この軽減制度の適用を受けるには世帯

全員の申告が必要です。

遺族年金・障害年金・失業保険などの

非課税所得のみの人や収入がなかった

人も含め、所得申告をしていない人が

いる場合は軽減が適用できませんので、

税法上町内在住者の扶養に入っていな

い場合は、必ず所得の申告をお願いし

ます。

また、所得申告をしていないと高額

療養費の支給額が少なくなったり、支

給を受けられない場合があります。

後期高齢者医療制度においても同様

に、後期高齢者医療保険料の算定や高

額療養費の支給額などの判定のため、

被保険者本人および同じ世帯の人の所

得申告が必要です。

き
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
納
付
額
証
明
は
、
年
金
支

払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収

票
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分

は
、
年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収

票
が
送
付
さ
れ
な
い
た
め
、
納
付

額
証
明
が
必
要
な
人
は
各
担
当
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
▼
国
民
健
康
保
険

税
：
国
保
年
金
課
国
保
係

（
1
3
1
）▼
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
：
国
保
年
金
課
後
期
高

齢
医
療
福
祉
係（
1
3
4
）

▼
介
護
保
険
料
：
高
齢
福
祉
課

介
護
保
険
係（
7
2
6
）

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い

こ
と
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国
金民
年

国保年金課国民年金係☎888ー1111（136・137）

みんなでささえ愛…ねんきん

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
全
額
免
除
・
4
分
の
3
免
除
・

半
額
免
除
・
4
分
の
1
免
除
の
ほ

か
に
次
の
猶
予
制
度
が
申
請
で
き

ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
：
本
人
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
る
制
度
で
す
。
対
象
と
な

る
学
生
は
学
校
教
育
法
に
規
定

す
る
大
学（
大
学
院
）、
短
期
大

学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
1
年
以
上
で
あ

る
課
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の

日
本
分
校
に
在
学
す
る
人
で
す

※
申
請
す
る
に
は
、
在
籍
期
間
の

確
認
で
き
る
学
生
証
（
コ
ピ
ー

の
場
合
は
両
面
）、
ま
た
は
在

学
証
明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
：
学
生

で
な
い
50
歳
未
満
の
人
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す

▼
定
額
保
険
料
：
月
額

1
6
2
6
0
円（
平
成
28
年
度
）

▼
付
加
保
険
料
：
月
額
4
0
0
円

※
付
加
保
険
料
と
は
、
将
来
よ
り

多
く
の
年
金
受
給
を
希
望
す
る

人
が
定
額
保
険
料
に
上
乗
せ
し

て
納
付
す
る
保
険
料
で
、

2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納
付

済
月
数
ー
で
計
算
さ
れ
た
金

額
が
、
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算

さ
れ
ま
す

▼
現
金
で
納
付
す
る
：
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
納
付
書

を
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
・
M
M
K
端
末
設
置

店
な
ど
で
納
付
で
き
ま
す

※
M
M
K
端
末
と
は
、
㈱
し
ん
き

ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
が
運
営
す
る

公
共
料
金
収
納
用
端
末
で
す

▼
口
座
振
替
で
納
付
す
る
：
金
融

機
関
の
窓
口
ま
た
は
年
金
事
務

所
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
納

め
忘
れ
も
な
く
、
確
実
で
し
か

も
便
利
で
す

▽
口
座
振
替
手
続
き
に
必
要
な

も
の
：
▼
年
金
手
帳
ま
た
は
納

付
書
等
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
▼
通
帳
▼
金
融
機

関
届
出
の
印
鑑

▽
口
座
振
替
に
は
次
の
よ
う
な
特

典
が
あ
り
ま
す
▼
当
月
分
を
そ

の
月
に
引
き
落
と
し
に
す
る

と
、
1
か
月
あ
た
り
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
（
当
月
末
振
替

に
よ
る
早
割
）▼
前
納
（
6
か

月
分
前
納
・
1
年
分
前
納
・
2
年

分
前
納
）
す
る
と
、
保
険
料
が

割
引
に
な
り
ま
す

※
右
記
の
例
と
し
て
、
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

か
ら
現
金
で
年
度
分
の
保
険
料

を
前
納
す
る
と
、
3
4
6
0
円

の
割
引
に
な
り
ま
す
。
ま
た
口

座
振
替
で
保
険
料
を
1
年
前
納

す
る
と
、4
0
9
0
円
の
割
引
、

口
座
振
替
で
2
年
前
納
す
る

と
、
1
5
6
9
0
円
の
割
引
に

な
り
ま
す
（
す
べ
て
平
成
28
年

度
の
割
引
額
）。
た
だ
し
、
時

期
に
よ
り
前
納
で
き
る
期
間

に
制
限
が
あ
り
ま
す
。
割
引

額
は
毎
年
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、

必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

左
表
に
該
当
す
る
と
き
に
は
忘
れ
ず
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
会
社
員
・
公
務
員
の
人
は
、
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
す
る

こ
と
で
自
動
的
に
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
額

保
険
料
の
納
付
方
法

●こんなときは届出を

項　目 種　別 届出先
20 歳になった
（厚生年金・共済組
合者を除く）

学生・自営業・自由業など 第 1号被保険者 国保年金課
会社員などに扶養されてい
る配偶者

第 3号被保険者 配偶者の勤務先

会社員・公務員になった 第 2号被保険者 勤務先
会社員などと結婚し、扶養されるようになった 第 3号被保険者 配偶者の勤務先
会社などを退職した、転職して自営業になった 第 1号被保険者 国保年金課
扶養されている配偶者と離婚・死別した 第 1号被保険者 国保年金課

詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課
ま
た
は

土
浦
年
金
事
務
所
（
☎
8
2
5
ー

1
1
7
0
）
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

保
険
料
の
猶
予
・
免
除
制
度
等
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環境を大切に

注意！　あなたの土地が
　　　　　　　　　狙われています！！

廃棄物対策課（霞クリーンセンター内）☎889ー0281

▼受付時間：平日の午前 8時 30分～午後 5時 15分　※受付時間外は牛久警察署まで

▼問い合わせ：▼牛久警察署☎871ー0110　▼県廃棄物対策課☎029ー301ー3033

▼町廃棄物対策課（霞クリーンセンター内）☎889ー0281

不法投棄・野焼きを見つけたら不法投棄 110番（☎ 0120－536－380）へ！

人と自然が共存し　環境を守るまち　あみ

悪質な業者から金銭や甘い言葉（うまい話）で土地利用を求められ、安易に同意
してしまった結果、大切な土地に廃棄物を不法投棄されたり、質の良くない残土
などを埋立られる事案が発生しています。こうした被害を防ぐためには、「うまい
話があっても、安易に土地を貸さない」という意思を持つことが必要です。
また、遊休地にいつの間にか不法投棄されていたという事例もあります。道路
から奥まった人目につきにくい土地や手入れが行き届かない土地などが狙われて
います。
定期的な見回り・進入防止柵や不法投棄禁止の看板等の設置が有効です。『不法
投棄禁止』等の看板が必要な場合は、廃棄物対策課（霞クリーンセンター内）まで
お問い合わせください。

廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋め立てにご注意ください！！

●エコ・ショップ認定制度のご案内
町では、環境に優しい商品の販売・ごみの減量化・リサイクル活動に積極的に取り組んでいる小売店舗を

「エコ・ショップ」として認定するエコ・ショップ制度を設けています。県内では 448 店舗がエコ・ショップ
として認定されており（平成 27年 10月 1日現在）、認定店舗には「エコ・ショップステッカー」を配布し、
店頭などでご利用いただいています。
対象となるのは、下記のいずれかの取組を実施しているスーパーマーケット・コンビニエンスストア等の
小売店舗です。エコ・ショップへの認定を希望される場合は、廃棄物対策課までご連絡ください。

▲エコ・ショップステッカー

【エコ・ショップの主な取組み】
▼環境に優しい商品の販売・商品コーナーの設置
▼簡易包装の推進
▼レジ袋の削減のための買物かごなどの持参促進
▼取扱商品の修理等の実施	
▼広告チラシ等への再生紙の使用	
▼空き缶・空きビンの店頭回収の実施	
▼紙パック容器の店頭回収の実施	
▼トレイの店頭回収の実施	
▼ペットボトルの店頭回収の実施	
▼その他のごみ減量化
▼リサイクル活動等環境に配慮した取組の実施

▲エコ・ショップ認定店舗で
行われている取組の一例
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予科練平和記念館だより

予科練平和記念館だより

予科練平和記念館☎891ー3344　開館時間：月曜日を除く午前9時～午後5時

予科練平和記念館ホームページ　http://www.yokaren-heiwa.jp/

『零戦』実物大模型を展示しています

ふゆやすみミニイベント『予科練こども会』の開催
小学生や未就学児童を対象にしたイベントを開催します。参加無料です
ので、お気軽に遊びに来てください。
▼日　時：平成 29年 1月 28	日（土）　午前 10時～午後 3時
▼場　所：予科練平和記念館内ラウンジ・エントランス前
▼内　容：▽屋外：ミニSL（常時開催）　▽屋内：バルーンアート・的当て・パチ

ンコ（常時開催）。腹話術・マジックは、❶午前 11 時～ 11 時 45
分❷午後 2時～ 2時 45分に開催予定

▼その他：事前申込不要。当日直接お越しください ▲前年度の『予科練こども会』

●『おもちゃの病院』を同日開催します
壊れたおもちゃをご持参いただければ『おもちゃドクター』が直します。
おもちゃの診察は原則無料ですが、部品代・材料代等の実費をいただく場合
があります。修理できるおもちゃの種類など、詳しくは予科練平和記念館に
お問い合わせください。
▼受付時間：❶午前 10時～正午❷午後 1時～ 3時
▼場所：予科練平和記念館ラウンジ
▼その他：事前申込不要。当日直接お越しください▲『おもちゃの病院』の様子

収蔵資料展『旗と手紙』開催中

予科練平和記念館へ各地からご寄贈いただいた収蔵資料の中で未公開だったも
のの展示を行います。予科練ゆかりの地に残るさまざまな思い出や予科練の足跡
をたどる展示です。
今回の展示では、予科練習生が出征する時などに贈られた寄せ書きの書かれた旗
や、予科練習生だった桑原幸男さんが書かれた手紙等をご紹介します。
▼期　日：平成 29年 3月 12日（日）まで
　　　　※月曜日休館。月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休館
▼時　間：午前 9時～午後 5時（入館は 4時 30分まで）
▼場　所：予科練平和記念館 20世紀ホール
▼観覧料：常設展チケットでご覧いただけます▲桑原幸男さん

予科練平和記念館開館 5周年記念事業で製作した、実物大『零
式艦上戦闘機二一型（零戦）』模型を展示しています。
毎週日曜日および祝日に、格納庫前に引き出して展示してい
ますので、ぜひご覧ください。観覧料は無料です。
※雨天および強風の場合は公開中止となります
▼公開日：開館日に公開
　　　　	※月曜日休館。月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休館
▼時　間：午前 9時～午後 4時 30分
▼場　所：予科練平和記念館隣接の格納庫および格納庫前 ▲実物大で再現された『零戦』
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社
会
福
祉
法
人
県
母
子
寡
婦
福
祉

連
合
会
か
ら
ひ
と
り
親
家
庭
（
母
子

家
庭
・
父
子
家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に

入
学
祝
い
品
（
学
用
品
）
を
差
し
上

げ
ま
す
。

▼
対
象	

平
成
29
年
度
に
小
学
校
へ

入
学
す
る
児
童
の
い
る
ひ
と
り
親

家
庭
で
、
祝
い
品
を
希
望
す
る
保

護
者

▼
申
込
期
間	

平
成
29
年
1
月
27
日

（
金
）ま
で　

※
土
・
日
・
祝
日
お
よ

び
年
末
年
始
を
除
く

▼
申
込
方
法	

子
ど
も
家
庭
課
窓
口

に
直
接
申
し
込
む

s
▼
子
ど
も
家
庭
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
1
9
）▼
㈳
県
母

子
寡
婦
福
祉
連
合
会
☎
0
2
9
ー

2
2
1
ー

7
5
0
5

町
で
は
、
家
屋
の
現
況
把
握
に
努

め
て
い
ま
す
が
、
所
有
者
か
ら
の
連

絡
が
な
け
れ
ば
正
確
な
現
況
を
把
握

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

平
成
28
年
中
に
住
宅
・
店
舗
・
納

屋
・
車
庫
な
ど
の
家
屋
を
新
築
ま
た
は

増
築
さ
れ
て
、
ま
だ
税
務
課
の
家
屋

調
査
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
基
礎
と
な

る
評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
、
家
屋

調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
平
日
の

日
中
で
ご
都
合
の
よ
い
日
時
を
相
談

の
う
え
税
務
課
職
員
が
お
伺
い
し
ま

す
の
で
お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
28
年
中
に
家
屋
を
取

り
壊
し
た
場
合
は
、
平
成
29
年
度
か

ら
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。
平
成
29
年
１
月
末

ま
で
に
「
家
屋
滅
失
届
」
を
税
務
課

に
提
出
し
て
い
た
だ
く
か
、
電
話
な

ど
に
よ
り
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。な
お
、

法
務
局
に
お
い
て
建
物
滅
失
登
記
を

し
て
い
る
場
合
に
は
届
出
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

s
税
務
課
固
定
資
産
税
係
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
（
1
5
5
）

1
1
0
番
通
報
は
警
察
官
に
駆
け

つ
け
て
欲
し
い
時
の
緊
急
通
報
ダ
イ

ヤ
ル
で
す
。
通
報
す
る
時
は
、
目
標

と
な
る
建
物
や
施
設
の
名
前
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
左
記
の
6
つ

の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
て
通
報
を
お

願
い
し
ま
す
。

❶
事
件
で
す
か
？　

事
故
で
す
か
？

❷
い
つ
発
生
し
ま
し
た
か
？

❸
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？

❹
犯
人
を
見
ま
し
た
か
？　

犯
人
の
車

の
ナ
ン
バ
ー
を
覚
え
て
い
ま
す
か
？

❺
現
場
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

❻
あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
正
確
に
教

ひ
と
り
親
家
庭
の
小
学
校
新
入
学

児
童
へ
の
﹃
入
学
祝
い
品
﹄
贈
呈

1
月
10
日
は
﹃
1
1
0
番
の
日
﹄

町
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（
Ａ
Ｍ
Ｉ
ふ
ら
っ
と
セ
ン
タ
ー
）
移
転

町
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
Ａ

Ｍ
Ｉ
ふ
ら
っ
と
セ
ン
タ
ー
）
は
、
男

女
共
同
参
画
社
会
推
進
活
動
の
拠
点

と
し
て
、
平
成
27
年
1
月
に
阿
見
町

中
央
地
内
に
開
所
し
ま
し
た
が
、
利

用
者
の
皆
さ
ん
の
利
便
性
向
上
を
図

る
た
め
、
平
成
29
年
1
月
4
日
か
ら

左
記
の
と
お
り
移
転
し
ま
す
。

な
お
、
同
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日

は
移
転
に
よ
り
、
中
央
公
民
館
の
休

館
日
と
同
様
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

▼（
移
転
後
）場
所
：
中
央
公
民
館
1

階（
若
栗
1
8
8
6
︱
1
）☎
8
9
6

︱

3
1
8
1

▼
休
館
日
：
毎
週
月
曜
日（
月
曜
日
が

祝
日
の
場
合
翌
火
曜
日
）・
祝
日
・
年

末
年
始（
12
月
29
日
～
1
月
3
日
）

s
町
民
活
動
推
進
課
☎
8
8
8
︱

1
1
1
1（
2
７
1
）

阿見中学校

ガソリン
スタンド総合保健福祉会館

さわやかセンター

県立医療大学

コンビニエンス
ストアー

図書館

【移転後】平成29年1月4日から
男女共同参画センター
（中央公民館1階）

【現在】
男女共同参画センター
（中央1－4－8）

※
再
掲
で
す

地
方
公
共
団
体
の
長
お
よ
び
議
員

を
除
く
。
報
酬
・
交
通
費
は
な
し
）

▼
応
募
方
法 

は
が
き
に
住
所
・
氏

名
・
フ
リ
ガ
ナ
・
生
年
月
日
・
性
別
・

電
話
番
号
・
委
員
経
験
の
有
無
・
応

募
動
機
・
活
動
抱
負
・
社
会
活
動
歴

を
明
記
し
、
左
記
に
郵
送
す
る

▼
応
募
期
間 

2
月
28
日（
火
）ま
で

s
〒
3
1
0
ー

8
5
8
6
水
戸
市
千

波
町
1
9
1
8
県
社
会
福
祉
協
議

会
茨
城
わ
く
わ
く
セ
ン
タ
ー
「
高

齢
者
は
つ
ら
つ
百
人
委
員
会
」
係

☎
0
2
9
ー

2
4
3
ー

8
9
8
9

県
内
唯
一
の
通
信
制
の
公
立
高
校

で
あ
る
県
立
水
戸
南
高
等
学
校
で
は
、

左
記
の
と
お
り
生
徒
を
募
集
し
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間 

▼
一
般
入
学
：
平
成

29
年
3
月
10
日（
金
）～
3
月
23

日（
木
）の
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

午
前
9
時
～
午
後
5
時
▼
編
入
・

転
入
学
：
3
月
6
日（
月
）～
3
月

8
日（
水
）の
午
前
9
時
～
午
後

4
時
30
分　

※
1
月
10
日（
火
）

か
ら
願
書
書
類
を
交
付

▼
授
業
料 

▼
入
学
年
度
：
約

2
9
8
0
0
円
▼
次
年
度
以
降
：

約
2
0
0
0
0
円

s
県
立
水
戸
南
高
等
学
校
通
信
制
職

員
室
☎
0
2
9
ー

2
4
7
ー

4
2
8
4

phttp://w
w

w
.m

itom
inam

i-h.
ibk.ed.jp/

え
て
く
だ
さ
い

緊
急
の
用
件
以
外
で
の
1
1
0
番

利
用
は
緊
急
通
報
の
妨
げ
と
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
緊
急
の
事
件
・
事

故
以
外
で
警
察
へ
相
談
し
た
い
時
は

警
察
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
♯
9
1
1
0

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

s
牛
久
警
察
署
☎
8
7
1
ー

0
1
1
0

▼
期
日 

平
成
29
年
1
月
15
日（
日
）

▼
時
間 

▼
受
付
：
午
前
9
時
か
ら

▼
対
局
：
9
時
30
分
～
午
後
4
時

▼
場
所 

中
央
公
民
館
2
階
和
室
他

▼
参
加
料 

▼
一
般
：
5
0
0
円

▼
高
校
生
以
下
：
無
料　

※
昼
食
・

飲
み
物
は
各
自
持
参

▼
そ
の
他 

事
前
申
込
不
要
（
当
日

直
接
ご
来
場
く
だ
さ
い
）

s
阿
見
囲
碁
同
好
会
田
中

☎
8
4
1
ー

2
2
7
0

県
で
は
、
高
齢
者
自
ら
が
地
域
の

高
齢
者
を
対
象
に
健
康
づ
く
り
・
生
き

が
い
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
企
画
・

実
施
す
る
『
高
齢
者
は
つ
ら
つ
百
人
委

員
会
』
の
委
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
任
期 

平
成
29
年
4
月
～
平
成

31
年
3
月
末
日

▼
応
募
資
格 

県
南
地
域
在
住
の
お

お
む
ね
60
歳
以
上
の
人
で
、
委
員

会
の
活
動
に
出
席
で
き
る
人
（
委

員
と
し
て
5
期
10
年
勤
め
た
人
、

家
屋
を
新
築
・
増
築
ま
た
は

取
り
壊
し
た
人
へ

﹃
新
年
囲
碁
大
会
﹄
開
催

﹃
県
立
水
戸
南
高
等
学
校
通
信
制

課
程
﹄
生
徒
募
集

﹃
県
南
地
域
高
齢
者
は
つ
ら
つ

百
人
委
員
会
﹄
委
員
募
集

AMI AMIインフォメーション



広報あみ 1月号通常版　2016.12.16　14

〈広告欄〉

s問合せ　☎電話番号　xファクシミリ　p ホームページ　� Eメール

AMI AMI インフォメーション

（
火
）～
平
成
30
年
3
月
23
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

毎
週
月
～
金
曜
日

（
夏
休
み
・
冬
休
み
・
祝
日
な
ど
休

校
日
を
除
く
）
午
前
8
時
30
分
～

午
後
3
時
（
5
時
間
30
分
勤
務
）

※
学
校
に
よ
っ
て
変
動
あ
り

▼
勤
務
内
容	

特
別
な
配
慮
が
必
要

と
す
る
児
童
・
生
徒
の
学
校
生
活

上
の
支
援

③
学
校
用
務
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
3
日

（
月
）～
平
成
30
年
3
月
23
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

毎
週
月
～
金
曜
日 

午
前
9
時
～
午
後
3
時
（
5
時
間

勤
務
）

▼
勤
務
内
容	
学
校
内
の
清
掃
等
管

理
業
務
・
教
職
員
の
用
務
補
助
な
ど

④
学
校
給
食
配
膳
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
6
日

（
木
）～
平
成
30
年
3
月
23
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

毎
週
月
～
金
曜
日

（
長
期
休
暇
・
祝
日
な
ど
休
校
日
を

除
く
）
午
前
10
時
～
午
後
2
時

（
3
時
間
勤
務
）

▼
勤
務
内
容	

学
校
給
食
の
配
膳
・

食
器
の
回
収
な
ど

⑤
学
校
教
育
課
臨
時
職
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
3
日

（
月
）～
平
成
30
年
3
月
30
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

毎
週
月
～
金
曜
日
午

前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
7
時
間
45
分
勤
務
）　

※
土
・
日
・

祝
日
を
除
く

▼
勤
務
内
容	

事
務
補
助

⑥
社
会
教
育
指
導
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
1
日

（
土
）～
平
成
30
年
3
月
31
日（
土
）

▼
勤
務
日
時	

週
3
日
以
上
（
土
・

日
を
含
む
）
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
15
分
（
7
時
間
45
分

勤
務
）

▼
勤
務
内
容	

各
小
学
校
区
に
置
か

れ
て
い
る
『
ふ
れ
あ
い
地
区
館
』

活
動
の
運
営
・
振
興

▼
月
給 

1
0
5
4
0
0
円

⑦
公
民
館
ま
た
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

事
務
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
1
日

（
土
）～
平
成
30
年
3
月
31
日（
土
）

▼
勤
務
日
時	

週
3
日
（
土
・
日
を

含
む
）
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時
15
分
（
7
時
間
45
分
勤
務
）

▼
勤
務
内
容	

公
民
館
ま
た
は
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
の
事
務
補
助

⑧
予
科
練
平
和
記
念
館
展
示
解
説
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
1
日

（
土
）～
平
成
30
年
3
月
31
日（
土
）

※
そ
の
後
も
必
要
に
応
じ
て
雇
用

更
新
可
（
最
長
3
年
）

▼
勤
務
日
時	

月
15
日
・
週
29
時
間

以
内
（
土
・
日
・
祝
日
を
含
む
）

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
7
時
間
45
分
勤
務
）

▼
勤
務
内
容	
来
館
者
へ
の
案
内
業

務
（
展
示
資
料
等
の
監
視
・
解
説
、

館
内
案
内
、
観
覧
券
・
売
店
で
の

販
売
業
務
、
事
務
補
助
な
ど
）

●
勤
務
場
所	

①
教
育
相
談
セ
ン

タ
ー
②
～
④
町
内
各
小
中
学
校

⑤
学
校
教
育
課
⑥
⑦
公
民
館
ま

た
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
⑧
予

科
練
平
和
記
念
館

音
楽
で
元
気
に
す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業

▼
期
日 

平
成
29
年
1
月
22
日（
日
）

▼
時
間 

午
後
1
時
30
分
か
ら
（
開

場
：
1
時
）

▼
場
所	

か
す
み
公
民
館

▼
出
演
団
体 

▼
Ｚ
ｏ
Ｒ
ｏ
＆
Ｈ
ｉ

Ｔ
ｏ
Ｍ
ｉ
（
馬ば

と
う
き
ん

頭
琴
・
ピ
ア
ノ
）

▼
渡
辺
大
輔
＆
Ｍ
Ｉ
Ｋ
I
（
ケ
ー

ナ
・
二に

こ胡
）

▼
入
場
料　

無
料

▼
そ
の
他 

事
前
申
込
不
要
（
当
日

直
接
ご
来
場
く
だ
さ
い
）

s
か
す
み
公
民
館
☎
8
8
8
ー

8
1
1
1

町
教
育
委
員
会
か
ら

①
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
指
導
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
3
日

（
月
）～
平
成
29
年
3
月
30
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

毎
週
月
～
金
曜
日
、

週
3
日
程
度
、
午
前
9
時
～
午
後

5
時
（
7
時
間
勤
務
）

▼
勤
務
内
容	

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

に
通
所
す
る
児
童
・
生
徒
の
指
導

②
特
別
支
援
員

▼
勤
務
期
間	

平
成
29
年
4
月
4
日

●
募
集
人
数	

①
～
④
、
⑥
～
⑧
い

ず
れ
も
若
干
名
⑤
1
人

●
時
給 

①
1
1
5
0
円
②
8
9
0

円
③
④
7
9
0
円
⑤
8
3
0
円

⑦
8
6
0
円
⑧
9
0
0
円
（
別
途

交
通
費
支
給
）

●
応
募
期
間	

1
月
19
日（
木
）ま
で

※
①
～
⑤
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

⑥
～
⑧
毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場

合
は
翌
火
曜
日
）・
祝
日
な
ど
休
館

日
を
除
く

●
応
募
方
法 

①
～
⑦
履
歴
書
（
3

か
月
以
内
撮
影
の
写
真
貼
付
）
を

直
接
左
記
に
提
出
す
る　

※
郵
送

不
可
⑧
▼
履
歴
書
（
3
か
月
以
内

撮
影
の
写
真
貼
付
）▼
作
文
﹃
応

募
の
動
機
﹄
を
原
稿
用
紙
2
枚

（
8
0
0
字
以
内
）
に
ま
と
め
た

も
の

ー
を
直
接
左
記
に
提
出
す

る　

※
郵
送
不
可

●
応
募
条
件	

①
教
員
免
許
状（
小

学
校
ま
た
は
中
学
校
）を
保
持
し

て
い
る
⑤
～
⑦
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ

ル
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き

る
⑧
▼
地
域
の
歴
史
・
戦
史
に
興

味
が
あ
り
接
客
に
向
い
て
い
る

▼
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
な
ど
の
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る

●
選
考
方
法
は
い
ず
れ
も
書
類
選

考
・
面
接
（
日
程
は
後
日
連
絡
）

s
①
～
⑤
学
校
教
育
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
3
2
1
）
⑥
⑦
生
涯

学
習
課
（
中
央
公
民
館
内
）

☎
8
8
8
ー

2
5
2
6
⑧
予
科
練

平
和
記
念
館
☎
8
9
1
ー

3
3
4
4

﹃
か
す
み
コ
ン
サ
ー
ト
﹄
開
催

非
常
勤
特
別
職
募
集
①
・
⑤
・
⑦

臨
時
職
員
募
集
②
～
④
・
⑥
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〈広告欄〉

AMI AMIインフォメーション

■阿見吉原地区における土浦・阿見都市計画変更（案）の縦覧
都市計画法第 21条第 2項の規定において準用する同法第 19 条第 1項
の規定による用途地域の変更および地区計画の変更にあたり、同法第 17
条の規定に基づき、標記縦覧を下記のとおり行います。この計画（案）に意
見のある人は、下記縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することが
できます。
▼期間	 平成 29 年 1月 11 日（水）～
25日（水）　※土・日を除く
▼時間	 午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼場所	 役場 2階都市計画課窓口
▼内容	 ▼用途地域の変更・地区計
画の変更▼区域：阿見吉原地区（右
図参照）
▼意見書の提出先	 〒300ー0392
阿見町中央 1ー1ー1
阿見町長　天田富司男　宛て（都市
計画課扱い）
▼問合せ	 都市計画課計画係
☎888ー1111（231）

音
楽
で
元
気
に
す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業

ギ
タ
ー
伴
奏
と
一
緒
に
、
懐
か
し

の
愛
唱
ソ
ン
グ
を
皆
さ
ん
と
と
も
に

楽
し
く
、
元
気
に
歌
い
ま
し
ょ
う
。

▼
期
日 

平
成
29
年
1
月
15
日（
日
）

▼
時
間	

午
後
1
時
30
分
か
ら
（
開

場
：
1
時
）

▼
場
所 

舟
島
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
出
演
者 

▼
う
た
ご
え
リ
ー
ダ
ー

▼
橋
本
実

▼
そ
の
他 

入
場
料
無
料
・
申
込
不
要

s
舟
島
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

☎
8
4
0
ー

2
7
6
1

▼
期
日 

平
成
29
年
2
月
19
日（
日
）

※
予
備
日
3
月
5
日（
日
）

▼
場
所 

総
合
運
動
公
園
他

▼
募
集
人
数	

▼
一
般
の
部
32
組

▼
シ
ニ
ア
の
部
16
組
（
55
歳
以
上

の
み
）　

※
定
員
で
締
切

▼
参
加
料 

1
組
2
0
0
0
円

▼
申
込
期
間 

1
月
27
日（
金
）ま
で

※
1
月
13
日（
金
）ま
で
は
町
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
者
の
み
受
付
。

一
般
は
14
日（
土
）か
ら
受
付

▼
申
込
方
法 

E
メ
ー
ル
ま
た
は
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ（
申
込
用
紙
は
中
央
公

民
館・
総
合
運
動
公
園・
左
記
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
可
）で
左
記
に
申

し
込
む
x
8
8
8
ー

1
0
5
5（
午

前
9
時
～
午
後
9
時
。
時
間
厳
守
）

s
町
体
育
協
会
テ
ニ
ス
部
代
表
倉
持

☎
8
4
1
ー

6
8
7
8

�m
ansei99@

jcom
.hom

e.ne.jp

phttp://w
w

w
.geocities.jp/

am
itennis2005/

▼
期
日 

平
成
29
年
1
月
10
日（
火
）

▼
時
間 

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所 

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ
わ

や
か
セ
ン
タ
ー
』
別
館
）

▼
対
象　

当
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
に
賛

同
し
、
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
（
入

会
承
認
制
）

s
（
公
社
）
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
3
・
4
機
に
よ
る

標
記
訓
練
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時 

平
成
29
年
1
月
24
日（
火
）

～
26
日（
木
）日
没
か
ら
約
3
時
間

以
内
（
各
機
2
時
間
基
準
）

s
陸
上
自
衛
隊
航
空
学
校
霞
个
浦

校
総
務
課
☎
8
4
2
ー

1
2
1
1

（
3
4
2
0
）

春
か
ら
の
作
付
け
で
安
心
で
お
い

し
い
野
菜
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
農
業

改
良
技
術
普
及
員
に
よ
る
相
談
会
も

あ
り
ま
す
。

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら

﹃
レ
ン
タ
ル
フ
ァ
ー
ム
ふ
れ
あ
い
﹄

利
用
者
募
集

可
（
有
料
）

▼
受
付
日
時 

平
成
29
年
3
月
20
日

（
月
）ま
で
午
前
9
時
～
午
後
5
時

　

※
土
・
日
を
除
く

▼
申
込
方
法 

使
用
料
と
印
鑑
を
持

参
し
、
直
接
左
記
に
申
し
込
む

▼
そ
の
他 

事
前
に
空
き
状
況
を
左

記
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

s
阿
見
産
直
セ
ン
タ
ー
☎
8
4
3
ー

2
4
0
3

▼
場
所 

実
穀
（
寺
子
）
地
内

▼
使
用
料 

❶
タ
イ
プ
A（
33
平
方
メ

ー
ト
ル
）年
額
7
0
0
0
円
❷
タ
イ

プ
Ｂ（
49
・
5
平
方
メ
ー
ト
ル
）
年
額

1
0
5
0
0
円
❸
タ
イ
プ
Ｃ
（
66
平

方
メ
ー
ト
ル
）
年
額
1
4
0
0
0
円

▼
区
画
数 

❶
30
区
画
❷
❸
6
区
画

※
定
員
で
締
切

▼
設
備 

水
道
・
駐
車
場
・
ト
イ
レ

※
希
望
者
は
農
具
収
納
庫
の
利
用

﹃
舟
島
歌
声
ひ
ろ
ば
﹄
開
催

﹃
ミ
ッ
ク
ス
テ
ニ
ス
大
会
﹄

参
加
者
募
集

陸
上
自
衛
隊
霞
个
浦
飛
行
場

﹃
夜
間
飛
行
訓
練
﹄
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役場開庁時間（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
※日曜開庁あり（『広報あみ』お知らせ版参照）

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12月は第 3）金曜日発行です。
下記公共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1 階正面玄関・ロビー、役場 2 階情報広報
課、うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあいセ
ンター、予科練平和記念館、町民活動センター
▼その他の施設：阿見・中央一・阿見原・青宿・実穀・君原の
各郵便局、常陽銀行阿見・荒川沖東の各支店、筑波銀行
阿見・荒川本郷の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城
県信用組合阿見支店

●人口と世帯●
▽ 12月 1日現在
▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽情報広報課調べ

●公共機関電話番号●●防災行政無線フリーダイヤル●
防災行政無線で放送された内容は、下記の
フリーダイヤルの電話でも確認することがで
きます。（通話料は無料です）

うずら出張所	
☎ 841ー1167
健康づくり課	
☎ 888ー2940
福祉センターまほろば	
☎ 887ー3969
地域子育て支援センター	
☎ 891ー2772
阿見消防署	
☎ 887ー0119
火災情報案内	
☎ 0297ー64ー0119
上下水道課	
☎ 889ー5151
霞クリーンセンター	
☎ 889ー0091
中央公民館	
☎ 888ー2526
君原公民館	
☎ 889ー1363
かすみ公民館	
☎ 888ー8111

本郷ふれあいセンター	
☎ 830ー5100
舟島ふれあいセンター	
☎ 840ー2761
図書館	
☎ 887ー6331
予科練平和記念館	
☎ 891ー3344
総合運動公園	
☎ 889ー2788
教育相談センター	
☎ 888ー1225
町民活動センター	
☎ 888ー2051
町男女共同参画センター	
☎ 896ー3181
消費生活センター	
☎ 888ー1871
町民ダイヤル（休日当番医・
定例相談等のテレホンサー
ビス）☎ 887ー6600

●定例相談●

阿見消防署管内調べ
出場件数 156件（1,780）

※救急車の適正な利用を
お願いします

急　　病 97件（1,168）
交通事故 19件（ 188）
一般負傷 22件（ 206）
そ の 他 18件（ 218）
合　　計 156件（1,780）

1 月の納税等
町・県民税（4期）
国民健康保険税（7期）
後期高齢者医療保険料（7期）

納期限 1月 31日（火）

2 月の納税等
固定資産税（4期）
国民健康保険税（8期）
後期高齢者医療保険料（8期）
介護保険料（6期）
納期限 2月 28日（火）

救急車出動状況 11月（年累計）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

●総人口　47,454 人 ( － 21）
●男　性　23,504 人 ( － 12）
●女　性　23,950 人 ( － 9）
●世帯数　19,023 世帯 (＋ 1）

●あみメール登録お願いします●
スマートフォン・携帯電話で
t-ami@sg-m.jp宛てに空メール
を送信するか、または左記QRコ
ードを読み取り、専用サイトにア
クセスして登録してください。▲ＱＲコード

0120-131-813

人権相談／行政相談
日　　時	 平成29年1月5日（木）　午前10時～午後3時
場　　所	 役場 3階 305会議室
問い合わせ	 総務課☎ 888ー1111（215）
子育て相談
電話・来所相談	 月～金曜日 午前 9時～午後 4時
場　　所	 中郷保育所内
訪問相談	 随時受付
問い合わせ	 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談
日　　時	 火～金曜日 午前 9時～午後 3時
場　　所	 図書館となり
問い合わせ	 教育相談センター（やすらぎの園）☎ 888ー1225
心配ごと相談
日　　時	 水曜日 午後 1時～ 4時
弁護士相談	 月1回午後1時～3時30分（毎週水曜日の心

配ごと相談にて要予約）
場　　所	 総合保健福祉会館相談室
問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談
日　　時	 月～金曜日 午前 8時 30分～午後 5時 15分
場　　所	 町社会福祉協議会内
問い合わせ	 	町地域包括支援センター☎887ー8124
消費者相談
日　　時	 月～金曜日　午前9時～正午、午後1時～ 4時
場　　所	 役場 1階町消費生活センタ−
問い合わせ	 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談
日　　時	 月～金曜日、午前 9時～正午、午後 1時～

4時 45分
弁護士相談	 水曜日　午後 1時～ 4時［要予約］
場　　所	 県土浦合同庁舎
問い合わせ	 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123


